
確定拠出年金向け説明資料

本商品は元本確保型の商品ではありません

１．投資方針        
◆この投資信託（以下、「本ファンド」という場合がありま

す。）は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを

めざして運用を行います。

◆主として、アジアのフロンティア諸国の取引所に上場
する株式※に投資する外国投資信託受益証券及び短
期公社債等に投資する投資信託証券を投資対象とし
ます。
※一部、上場予定の未公開株式および債券等に投

資する場合があります。

◆外国投資信託受益証券の運用については、「ハーベ
スト グローバル インベストメント リミテッド（香港）」が
行います。

◆外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則と
して為替ヘッジは行いません。

２．主要投資対象     
◆本ファンドは、外国投資信託「ハーベスト・アジア フロ

ンティア エクイティファンド クラスＪ（ケイマン籍／円建
て）」受益証券への投資を通じて、主にバングラデシ
ュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の
企業および当該各国で主な事業展開をする企業の上
場株式等に投資します。

また、香港やシンガポール等の証券取引所に上場
する、流動性の高いフロンティア関連企業および今後
成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域（内モ
ンゴル、チベット、新疆、雲南等）の株式等にも投資を
行います。

３．主な投資制限      
◆投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

◆外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませ
ん。

◆株式への直接投資は行いません。

４．ベンチマーク      
◆ありません。

５．信託設定日        
◆2011 年 10 月 28 日

６．信託期間         
◆無期限

７．償還条項         
◆ファンドの受益権の残存口数が 10 億口を下回ることとなった

場合には、繰上償還となる場合があります。

８．決算日          
◆毎年 10 月 25 日（ただし、同日が休業日の場合は翌営業日）

９．信託報酬         
◆信託財産の純資産総額に対して年 1.474％（税抜:年 1.34％）   

を乗じて得た金額
運用管理費用（信託報酬）の配分は下記の通りとします。
なお、当該報酬は、毎計算期間の最初の６カ月終了日及び
毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われま
す。

運用管理費用

（信託報酬）
年 1.474％（税抜：年 1.34％）

内訳

委託会社 年 0.66％ （税抜：年 0.60％）

販売会社 年 0.77％ （税抜：年 0.70％）

受託会社 年 0.044％(税抜：年 0.04％)

投資対象とする投資

信託証券の信託報酬※1 年 0.65％程度

実質的な負担※2 年 2.124％（税込）程度

※1 本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が

最大のもの（年率 0.65%）を表示しています。

※2 本ファンドが投資対象とする投資信託の信託報酬を加味し

た、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になりま

す。
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１０．信託報酬以外のコスト  
◆ファンドの監査費用、有価証券売買時にかかる売買

委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用、
開示書類等の作成費用等（有価証券届出書、目論
見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷
費用等）が信託財産から差引かれます。なお、これら
の費用は、監査費用を除き、運用状況などにより変
動するものであり、事前に料率、上限額などを示すこ
とができません。

当該費用及び手数料等の合計額については、投資者
の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりま
すので、表示することができません。

１１．お申込み単位      
◆１円以上１円単位

１２．お申込み価額      

◆ご購入約定日の基準価額

１３．お申込み手数料     

◆ありません。

１４．ご解約価額       
◆ご売却約定日の基準価額から信託財産留保額を控

除した価額

1５．信託財産留保額     
◆ご売却約定日の基準価額に 0.3％を乗じて得た額を

換金時にご負担いただきます。
※信託財産留保額は、換金の際に控除され、投資

信託財産に組入れられます。

1６．収益分配        
◆年１回の決算日（原則として 10 月 25 日）に収益分配

方針に基づき分配を行います。

※分配金は自動的に全額、無手数料で再投資され

ます。

１７．お申込み不可日等    
◆香港の商業銀行の休業日には受付を行いません。（なお、

お申込み可能日であっても、証券取引所における取引の
停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断
でファンドの受益証券の取得および解約の申込み受付を
中止する場合があります。また、確定拠出年金制度上、取
扱いできない場合がありますので運営管理機関にお問い
合わせください。）

１８．課税関係        
◆確定拠出年金制度上、運用益は非課税です。

１９．損失の可能性      
◆基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、

下落する場合があります。したがって、購入者のみなさまの
投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被ることがあります。また、運用により信託財
産に生じた損益はすべて購入者のみなさまに帰属します。

２０．セーフティーネットの有無
◆投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯

金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。

２１．持ち分の計算方法    
◆換金価額×保有口数

※基準価額が 10,000 口あたりで表示されている場合は
10,000 で除して下さい。

２２．委託会社        
◆ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

（信託財産の運用の指図等を行います。）

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 311 号

加入協会／一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

２３．受託会社        
◆三井住友信託銀行株式会社

（信託財産の保管・管理業務等を行います。）
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本商品は元本確保型の商品ではありません

【株価変動リスク】

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、

市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的ま

たは長期的に大きく下落することがあります（発行企業が

経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収

できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落し

た場合には、基準価額が下落する要因となります。

【為替変動リスク】

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の

他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を

受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・

経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に

変動することがあります。組入外貨建資産について、当

該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には、

基準価額が下落する要因となります。

【カントリーリスク】

投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が

混乱した場合や、組入資産の取引に関わる法制度の変

更が行われた場合などには、有価証券等の価格が変動

したり、投資方針に沿った運用が困難な場合がありま

す。これらにより、ファンドの基準価額は影響を受け損失

を被ることがあります。特に、本ファンドが実質的に投資

するフロンティア市場には、一般に先進国の市場に比

べ、規模、取引量が小さく、法制度（市場の法制度、政

府の規制、税制、外国への送金規制等）やインフラストラ

クチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動

性、ならびに決済の低い効率性が考えられます。また、

発行者情報の開示等の基準が先進国と異なることから、

投資判断に際して正確な情報を十分確保できないこと

があります。このように、フロンティア諸国への投資につ

いては、一般的に先進国への投資に比べカントリーリス

クが高くなります。
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【信用リスク】

投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化

及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等

の悪化は価格下落要因のひとつであり、これによりファン

ドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特

に、フロンティア諸国の株式は、先進国の株式に比べ、相

対的に信用リスクが高くなると考えられます。

【流動性リスク】

投資者から解約申込があった場合、組入資産を売却する

ことで解約資金の手当てを行うことがあります。その際、組

入資産の市場における流動性が低いときには直前の市

場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないこと

があります。この場合、基準価額が下落する要因となりま

す。特に、フロンティア諸国の株式は、先進国に比べ、相

対的に流動性リスクが高くなると考えられます。

２４．基準価額の主な変動要因等

本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。ただし、基準価額の変動要因は以下に限定され
るものではありません。
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